
清
掃
課
1
57
◆

4
1
0
0

堆
肥
の
配
布
を
一
時

中
止
し
ま
す

一
色
不
燃
物
最
終
処
分
場
で
配

布
し
て
い
る
堆
肥
は
、
市
民
の
皆

さ
ん
に
好
評
で
、
堆
肥
の
製
造
が

間
に
合
い
ま
せ
ん
。
配
布
を
再
開

し
た
ば
か
り
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ

ん
が
、
6
月
13
日
㈮
を
も
っ
て
配

布
を
一
時
中
止
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

下
水
道
課
1
66
◆

1
1
4
0

市
の
制
度
を
利
用
し
て

下
水
道
へ
接
続
を
…

下
水
道
へ
接
続
す
る
と
き
は
、

宅
地
内
に
下
水
道
管
を
布
設
し

て
、
公
共
マ
ス（
汚
水
管
）ま
で
つ

な
ぎ
ま
す
。
こ
う
し
た
宅
地
内
の

接
続
工
事
は
、
蒲
郡
市
下
水
道
設

備
指
定
工
事
店
が
行
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。指
定
工
事
店
は
、

工
事
の
見
積
か
ら
相
談
、
施
工
だ

け
で
な
く
、
市
へ
の
事
務
手
続
き

な
ど
の
代
行
も
し
て
く
れ
ま
す
の

で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

下
水
道
へ
接
続
す
る
こ
と
は
、

私
た
ち
が
汚
し
た
水
を
き
れ
い
に

し
て
川
や
海
に
戻
す
こ
と
で
す
。

私
た
ち
の
三
河
湾
を
汚
さ
な
い
た

め
に
、
下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願

い
し
ま
す
。

○
水
洗
便
所
改
造
資
金
あ
っ
旋
制

度下
水
道
が
使
用
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
日
か
ら
、
く
み
取
り
ト

イ
レ
を
水
洗
ト
イ
レ
に
改
造
、

ま
た
は
浄
化
槽
を
廃
止
し
て
下

水
道
管
へ
の
接
続
工
事
を
す
る

場
合
、
市
か
ら
無
利
子
の
融
資

を
あ
っ
旋
し
ま
す
。

融
資
限
度
額

・
く
み
取
り
ト
イ
レ
か
ら
の
改
造

　

1
件
に
つ
き
50
万
円
以
内

・
浄
化
槽
の
撤
去
を
伴
う
改
造

　

1
件
に
つ
き
50
万
円
以
内

※
た
だ
し
、
水
洗
便
器
が
2
組
以

上
の
場
合
に
は
、
1
組
増
す
ご

と
に
10
万
円
を
加
算
し
ま
す
。

（
加
算
限
度
額
70
万
円
）

利　
子　
無
利
子

償　
還　
50
カ
月
払
い
の
元
金
均

等
償
還
。
た
だ
し
、
最
低
償
還

額
は
6
千
円
と
な
り
ま
す
。

博
物
館
1
68
◆

1
8
8
1

「
図
説 

が
ま
ご
お
り
の
歴

史
」を
一
般
販
売
し
ま
す

小
学
校
6
年
生
お
よ
び
中
学
生

が
、
歴
史
の
勉
強
で
使
用
す
る
補

助
教
材「
図
説 

が
ま
ご
お
り
の
歴

史
」を
刊
行
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

一
般
の
方
に
も
販
売
し
ま
す
。

写
真
や
図
を
多
く
掲
載
し
て
、

蒲
郡
の
歴
史
を
わ
か
り
や
す
く
紹

介
し
て
い
ま
す
。
大
人
の
方
に
も

十
分
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
内

容
で
す
。

体　
裁　
Ａ
4
判
全
カ
ラ
ー
ペ
ー

　

ジ（
本
文
72
ペ
ー
ジ
）

価　
格　
1
部
500
円

販　
売　
5
月
23
日
㈮
か
ら
博
物

館
に
て
販
売
し
ま
す
。

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
5

軽
自
動
車
税
の
納
税
証

明
書
は
大
切
に

軽
自
動
車
の
車
検
を
受
け
る
と

き
は
、
軽
自
動
車
税
の
納
税
証
明

書
が
必
要
で
す
。
納
税
証
明
書
を

紛
失
し
な
い
よ
う
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
口
座
振
替

の
方
に
は
、
6
月
中
旬
に
納
税
証

明
書
を
郵
送
し
ま
す
。
ま
た
、
金

融
機
関
で
納
付
す
る
方
に
は
、
納

付
し
た
と
き
に
お
渡
し
し
ま
す
。

不法投棄は許さない
☆不法投棄は重大な犯罪です
不法投棄の多くは、「わからないからいいや」というような安

易な気持ちで行われています。しかし、その行為は、5年以下
の懲役や1千万円以下の罰金に処せられる犯罪です。
人気のない山中や海岸・市街地などに、粗大ごみや家庭ごみ

が頻繁に捨てられています。市は警察署と連携して犯人の特定
に努めていますが、犯人が見つからない場合は、地主や施設管
理者が片付けることになり、また、時として税金で片付けることもあります。
☆不法投棄防止は｢しない｣｢させない｣｢許さない｣
不法投棄防止は、一人ひとりの｢しない｣｢させない｣｢許さない｣の意識が

大切です。しないことはもちろんですが、捨てているところを発見したときは、
車のナンバーを控えるなどして、環境課もしくは警察に連絡してください。
また、地主の方は防護柵を設置するなど、捨てられない対策も必要です。
市では、ごみの不法投棄をなくすための取り組みを行っています。不法投

棄は、環境を荒廃させるだけでなく心も荒廃させてしまいます。市民の皆さ
んの力で不法投棄をなくし、美しいまちにしましょう。
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▲不法投棄現場

▲カメラで監視


